
年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

3

2

1

01 02 01 06 事業1 事業2 経・臨

009 51 経

期間限定複数年度

( 年度～ 年度）

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

令和 6 令和７年８月 作成

事業番号 事務事業名 協働推進事業 所管課名 地域振興部地域振興課 所属長名 川崎　雅美

方向性 資源を活かす 係・グループ名 地域協働係

重点施策 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 根拠法令等 協働によるまちづくり基本条例、第３期協働によるまちづくり推進計画

施策方針 まちづくり活動の推進 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

一般会計 総務費 総務管理費 企画費 協働推進事業（政策）

１　事務事業の概要

①事業期間 ②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記載） ③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

２　事務事業の対象・意図・活動・成果指標

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

1 1 1 １ 1 

1 1 1

2 3 2 3 2 

2 2 3

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

－ － － － －

116,248 115,984 115,658

－ － － － －

1,006 996 1,021

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

－ － － － －

54.0 － 77.6

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

45.0 50.0 55.0 57.1 －

42.6 43.8 42.0

28.8 29.0 29.2 29.5 －

27.3 24.9 24.7

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 1,962,535 2,591,576 1,346,310 1,586,522 240,212 1,344,000 

国庫支出金 0 

県支出金 0 

市　債 0 

その他特財 0 

一般財源 1,962,535 2,591,576 1,346,310 1,586,522 240,212 1,344,000 

業務延べ時間　（時間） 1,898 949 949 949 0 

人件費(B)　（円） 8,333,000 4,048,000 4,145,000 4,208,000 63,000 0 

トータルコスト(A+B) 10,295,535 6,639,576 5,491,310 5,794,522 303,212 1,344,000 

主な支出項目 令和6年度（決算） 備考

協働によるまちづくり審議会委員報酬 273,000 円

協働によるまちづくり職員研修開催支援業務委託料 200,000 円

地域貢献活動保険料 1,077,230 円

円

41 

予算科目

協働による持続可能なまちづくりを推進するため、第3期協働によるまちづ
くり推進計画を実践する。
多様な主体が参加・参画する協働による持続可能なまちづくりの理念の啓
発を図る。
特性を生かしたまちづくりや人づくりなどの施策を実践する。
協働によるまちづくり審議会及び行政経営推進本部会により、施策の点
検・評価を行う。

平成24年3月に協働によるまちづくり基本条例
を制定し、同条例に基づき協働によるまちづくり
推進計画を策定して、総合的かつ計画的に協
働によるまちづくりを推進してきた。

まちづくりに協働によるまちづくり審議会
の開催、協働によるまちづくり推進計画
に基づく事業の実施

→ ア 協働によるまちづくり職員研修 回

→ イ 協働によるまちづくり審議会 回

→ ウ

市民（通勤・通学者や事業者、活動団
体、廿日市市内でまちづくりにかかわる
市外の人・団体）・行政

→ ア 人口（４月１日現在） 人

→ イ
市職員数（４月１日現在）（任期に定
めのない職員）

人

→ ウ

協働によるまちづくりのルールブックで
ある「協働によるまちづくり基本条例」
を、市民と行政が共有し、それぞれが自
らの役割を認識し、資源をつなぎ生かし
ながら、地域課題の解決やまちづくりに
取り組んでいる

→ ア
協働を意識して取り組む職員の割合
（隔年でアンケート実施）※R6は選択肢を簡素
化

％

→ イ

→ ウ

まちづくりに興味・関心を持ち、参画する

→ ア
地域の行事に参加している市民の
割合

％

→ イ
地域の事業に参画している市民の
割合

％

年度 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 令和6年度決算 前年度比 令和7年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 6 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 ○ 　

維持 　 　 　

低下 　 　 　

事業番号 41 事務事業名 協働推進事業 所管課名 地域振興部地域振興課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令
等）はどう変化しているか。開始時期あるいは５年
前と比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

令和２年度をもって第２期協働によるまちづくり推
進計画の期間が満了し、令和３年度から令和７年
度までの５年間、第３期協働によるまちづくり推進
計画に基づき、施策を実施している。

・第３期協働によるまちづくり推進計画を着実に実践
していくため、毎年度、施策等を点検・検証している。
・令和６年度は、協働によるまちづくり基本条例の逐
条解説を改訂した。
・協働によるまちづくりの主体としてふさわしい職員
の育成について、継続的に取り組んでいる。

廿日市市協働によるまちづくり審議会では、多
様な主体それぞれが置かれた立場や環境、価
値観等への理解や配慮をしながら、一人ひとり
の幸せ及び地域社会の幸せにつながる協働の
促進を期待する旨のご意見をいただいた。

理由
説明

協働は、第６次総合計画基本構想において、まちづくりを進めるための大切な視点の一つに位置付けられ
ている。また、協働によるまちづくりは、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、施策を貫く横断
的な視点の一つに位置付けている。

理由
説明

協働によるまちづくりは、市民、まちづくり活動団体、事業者及び市など様々な主体が連携・協力して進め
るものであり、市の関与は必要である。

理由
説明

まちづくりを行う主体は市民・行政であることから、対象と意図を見直す必要はない。

理由
説明

多様な主体がつながる場や機会の提供・支援を強化していく必要がある。

理由
説明

協働は、あらゆる施策を進める上で、共通する手法であり、この事業を廃止すると、まちづくりにも影響があ
る。

理由
説明

協働は、あらゆる施策を進める上で、共通する手法であり、他の事業と統合する内容ではない。

効
率
性
評
価

理由
説明

この事業の実施に当たっては、既に市民やまちづくり活動団体の協力を得ており、事業費の削減は好まし
くない。

理由
説明

事業の企画、調整、実施について、適切な人員で実施しており、削減の余地がない。

公
平
性
評
価

理由
説明

協働は、市民全体に関係するものである。

協働によるまちづくりの実施状況等についての点検・検証は容易ではないが、より効果的
なまちづくりに向けて、今後も継続していく必要がある。
また、職員研修では、地域で活躍しているまちづくり活動の実践者を講師として招き、多様
な主体との協働事例や、協働による効果等についての講話をしていただくなど、各課の業
務における効果的な協働について検討し、意見交換することができた。

現時点では、大幅な改善は必要ないと考える。

成果

・協働によるまちづくりを持続していくために、市民や市（職員・組織）が協働に対する理解を深めていく。
・多様な主体がつながる場や機会の提供・支援を強化していく必要がある。

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了



年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

3

2

1

01 02 01 06 事業1 事業2 経・臨

012 53 臨

期間限定複数年度

( 3 年度～ 7 年度）

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

令和 6 令和７年８月 作成

事業番号 事務事業名 宮島まちづくり推進事業 所管課名 経営企画部宮島企画調整課 所属長名 佐々木　正臣

方向性 資源を活かす 係・グループ名 宮島まちづくり推進係

重点施策 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 根拠法令等

施策方針 まちづくり活動の推進 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

一般会計 総務費 総務管理費 企画費 宮島まちづくり推進事業（政策）

１　事務事業の概要

①事業期間 ②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記載） ③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

２　事務事業の対象・意図・活動・成果指標

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

4 4 4 － －

2 2 2 

6 6 6 2 －

8 2 2 

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

80 80 80 － －

23 31 50 

80 80 80 80 80 

48 25 30 

600 50 50 － －

40 30 16 

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

15 15 20 40 40 

25 16 15 

4 4 4 6 6 

5 3 2 

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

45.0 50.0 55.0 57.1 59.0 

42.6 43.8 42.0 

28.8 29.0 29.2 29.5 36.0 

27.3 24.9 24.7 

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 6,297,850 6,183,100 8,245,012 7,995,000 -250,012 11,750,000 

国庫支出金 0 

県支出金 0 

市　債 0 

その他特財 0 

一般財源 6,297,850 6,183,100 8,245,012 7,995,000 -250,012 11,750,000 

業務延べ時間　（時間） 1,900 1,900 1,900 1,900 0 

人件費(B)　（円） 8,341,000 8,104,000 8,299,000 8,424,000 125,000 0 

トータルコスト(A+B) 14,638,850 14,287,100 16,544,012 16,419,000 -125,012 11,750,000 

主な支出項目 令和6年度（決算） 備考

宮島地域まちづくり推進支援業務 5,995,000 円

持続可能な宮島観光地域づくり補助金 2,000,000 円 上限500,000万円×４団体

円

円

47 

予算科目

歴史的な町並みの保存活用を切り口として、宮島地域のまちづくりを推進
するため、次の事業を実施する。
・宮島まちづくり未来ゼミ（外部講師を招いて、まちづくりのヒントを得る）の
開催
・まちづくり座談会（「商業観光」、「島民生活」の２テーマに分け、まちづくり
の具現化に向け、島民からニーズや課題を抽出する）の開催

令和元年度に策定した宮島まちづくり基本構想
に基づき開始

・宮島まちづくり未来ゼミの開催
　外部講師を招いて、宮島のまちづくり
のヒントを得る（オンラインも実施）
・まちづくり座談会の開催
　２つのテーマを設け、島民からニーズ
や課題を抽出する

→ ア 宮島まちづくり未来ゼミの開催 回

→ イ まちづくり座談会の開催 回

→ ウ

宮島地域に関心のある者

→ ア 宮島まちづくり未来ゼミの参加者数 人

→ イ まちづくり座談会の参加者数 人

→ ウ 宮島まちづくり未来ゼミの動画視聴者数 人

・地域資源の価値とその活用に気づく
・まちづくり組織の設立に関心を持つ
・まちづくりのプラットフォームが構築さ
れる

→ ア
まちづくり組織に参画する意思のあ
る者

人

→ イ 構築されるプラットフォームの数 個

→ ウ

まちづくりに興味・関心を持ち、参画する

→ ア
地域の行事に参加している市民の
割合

％

→ イ
地域の事業に参画している市民の
割合

％

年度 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 令和6年度決算 前年度比 令和7年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 6 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 ○ 　

維持 　 　 　

低下 　 　 　

事業番号 47 事務事業名 宮島まちづくり推進事業 所管課名 経営企画部宮島企画調整課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令
等）はどう変化しているか。開始時期あるいは５年
前と比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

宮島地域は人口減少と高齢化が著しく進行しているが、
交流人口の多さ(R1年：465.7万人）からこの課題が見え
にくい状況にあった。
この課題が顕在化するとともに、新たな課題も発生し対
応が必要になっている。
コロナ禍から、来島者は回復（R2年:220万人、R3年：188
万人､R4年：283万人、R5年：465万人）している。

R2.3月：「宮島まちづくり基本構想」策定
R2.8月～業務委託で、まちづくり組織のあり方検討
　若手人材の発掘、宮島未来ゼミ開催
R3.3月：まちづくりロードマップ作成
R4.2月：みやじま心得本第1版発行（事業者向け）
R4.8月：宮島まちづくり通信第1号発刊（かわら版）
R5.10月：宮島ええまちプロジェクト意見交換会
R6.9月～：島内で活動するメンバーへのヒアリング調査の実施
R6.12月、2月：宮島未来ゼミ開催

R6年に実施した15人ヒアリングから
・宮島の誇り、暮らしを守り伝える取組を拡げる必要がある
・ガイドライン、自主的ルールを定める必要がある
・宮島のまちづくりの実行プロセスを定める必要がある
・話し合い方針を定め、運営していく組織・しくみが必要であ
る

理由
説明

持続可能なまちづくりを推進するためには、その役割を担う組織が必要不可欠であり、宮島の地域特性に
応じた組織の設立が必要である。⇒若手リーダーの発掘につながり、地域主体の活動組織の設立に向け
た準備に結びついている。

理由
説明

地域にまちづくり人材が不足する状況であり、組織づくりを推進するためには市の関与が必要である。（若
手人材の発掘や外部人材の登用の検討も必要）
⇒地域主体の組織づくりに際し、当面伴走しながら、組成を促すには関与が必要である。

理由
説明

宮島のまちづくりへの関心度を高め、理解、参画を促すものであり適切である。

理由
説明

まちづくり座談会を開催しながら、地域や住民に寄り添い、関係性を構築することで目標水準に達してい
る。
⇒地道に取り組んでいるからこそ、地域主体の活動組織が出現し、まとまりつつある。

理由
説明

地域の人材を発掘でき、地域主体の組織ができつつあり、現時点で廃止休止することは信頼を失する可能
性もあり、まちづくり活動が後退することも考えられる。
⇒自立した組織組成に至るまで、手を離すのが早すぎると、目的が達成できない場合がある。

理由
説明

地域課題を解決する市民センターとも連携を強め、実施・展開することで、更に成果の向上が見込める。
⇒類似の事業がない中では、地域主体の組織組成するまでの支援やまちづくり活動が一定程度主体的に
展開し始めるまでこの事業で成果をあげていくことになる。

効
率
性
評
価

理由
説明

⇒相手方（地域主体の組織設立）の熟度に応じて、組織設立の目処が立てば、削減の余地はある。（しばら
く先になる見込み）

理由
説明

宮島島内に事業の拠点を移して実施することで、現地でより密着した伴走支援が可能となるほか、移動時
間の削減ができる。

公
平
性
評
価

理由
説明

人口減少・少子高齢化が著しい過疎地域であり、持続可能なまちづくりを推進するためには、地域主体の組織を立ち上
げることが必要である。宮島地域のまちづくり全般にかかる支援は公平・公正である。⇒公平・公正を保つためにも、ま
ちづくり通信などを通して、公益的な取り組みであることを見える化しながら進めている。

宮島で活動するまちづくり団体から派生して、分野に特化した会社が設立される等、新たな動きが生
まれている。市はこの活動が軌道に乗るように寄り添い支援していく。
また、島の主な活動メンバー１５人に対し、ヒアリングを実施したところ、少子高齢化、自然環境の喪
失等により、これまで宮島の豊かな地域生活を支えてきた資源が奪われてしまうことに危機感を持っ
ていることが明白となり、その危機感に対し、地域で暮らす人が中心となって形成される地域課題の
解決に向けた取組を持続的に実践する組織を望む声が多くあったことがわかった。

・地域課題の整理・共有・取組を効果的・効率的に行うため、沖縄式地域円卓会
議の手法を活用しながら、地域における合意形成を図る。
・令和１０年度の地元が主体的に運営する島づくり組織の設立に向け、民間事
業者のノウハウを活用しながら、環境を整備していく。

成果

既存のまちづくり団体（総代会や宮島地域コミュニティ推進協議会等）との関係性の整理と協調体制の構築。
地域主体のまちづくり組織組成にかかる伴走支援する庁内関係部署の体制確立（宮島を知る職員の育成）

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了



年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

3

2

1

01 02 01 11 事業1 事業2 経・臨

007 01 経

期間限定複数年度

( 年度～ 年度）

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

令和 6 令和７年８月 作成

事業番号 事務事業名 市民活動センター管理運営事業 所管課名 地域振興部地域振興課 所属長名 川崎　雅美

方向性 資源を活かす 係・グループ名 地域協働係

重点施策 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 根拠法令等 廿日市市市民活動センター条例

施策方針 まちづくり活動の推進 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

一般会計 総務費 総務管理費 コミュニティ振興費 市民活動センター管理運営事業

１　事務事業の概要

①事業期間 ②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記載） ③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

－ － － － －

1,096 952 1,110

－ － － －

16.6 13.7 16.0

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

150 150 155 160 165 

150 151 151

35 35 35 35

35 33 31

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

－ － － － －

2.94 3.02 2.93

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

45.0 50.0 55.0 57.1 －

42.6 43.8 42.0

28.8 29.0 29.2 29.5

27.3 24.9 24.7

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 19,970,806 19,151,788 88,663,553 39,757,345 -48,906,208 37,443,000 

国庫支出金 0 

県支出金 0 

市　債 1,700,000 41,800,000 -41,800,000 

その他特財 404,000 408,000 4,063,000 -4,063,000 

一般財源 19,566,806 17,043,788 42,800,553 39,757,345 -3,043,208 37,443,000 

業務延べ時間　（時間） 3,038 3,038 949 949 0 

人件費(B)　（円） 13,338,000 12,958,000 4,145,000 4,208,000 63,000 0 

トータルコスト(A+B) 33,308,806 32,109,788 92,808,553 43,965,345 -48,843,208 37,443,000 

主な支出項目 令和6年度（決算） 備考

市民活動センター指定管理業務委託料 32,163,000 円

市民活動センターおおの管理委託料 1,868,468 円

円

円

58 

予算科目

市民と行政とのパートナーシップを形成しながら、まちづくり活動が活発
で、市民が主体となったまちづくりを進めるため、市民、まちづくり活動団
体、公共的団体、事業者、市等をつなぐ中間支援を行う。

平成18年に、市民活動の活発な市民主体の豊
かで活力ある地域社会の実現を目指し、多様
な主体による地域協働を形成するため、廿日
市市市民活動センターを設置した。

市民活動センターの管理・運営

→ ア 有料施設使用件数 件

→ イ 有料施設使用率 ％

→ ウ

市民、まちづくり活動団体、公共的団
体、事業所、市等

→ ア 市民活動ネットワーク登録団体 団体

→ イ 廿日市市のＮＰＯ法人数 団体

→ ウ

活動しやすい場を作ることで、まちづくり
に興味・関心を持ってもらう

→ ア
「ＮＰＯ・ボランティア活動の支援など市
民が活動しやすい環境づくり」の満足度

点

→ イ

→ ウ

まちづくりに興味・関心を持ち、参画す
る。

→ ア
地域の行事に参加している市民の
割合

％

→ イ
地域の事業に参画している市民の
割合

％

年度 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 令和6年度決算 前年度比 令和7年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 6 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 ○ 　

維持 　 　 　

低下 　 　 　

事業番号 58 事務事業名 市民活動センター管理運営事業 所管課名 地域振興部地域振興課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令
等）はどう変化しているか。開始時期あるいは５年
前と比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

・廿日市地域に市民活動センターを開設して以降、
各地域に、まちづくり活動の拠点施設が整備され
ている。
・新型コロナウイルスが５類に移行し、市民活動セ
ンターの利用者は順調に回復してきている。

・市民活動センターは、令和５年４月から指定管理者
制度を導入し、株式会社オオケンに事業を委託し、
市と連携しながら市民活動を支援している。
・市民センターと連携し、コミュニティビジネスに関す
るセミナーを開催するなど、持続可能なまちづくり活
動に向けた支援を強化している。

多様な主体をつなげるコーディネート機能やま
ちづくりの担い手の育成について、より向上さ
せていくことが求められている。

理由
説明

つながりを大切にした暮らしやすいまちづくりを進めるためには、まちづくり活動を支える拠点の整備は必
要である。

理由
説明

市民活動センターの機能である、ネットワーク機能、相談機能、情報収集・提供機能等は、住民や地域など
が自ら行うことは困難である。

理由
説明

まちづくり活動に取り組む多様な主体を支援するための事業である。

理由
説明

市民ニーズが高度化・複雑化しており、より弾力的・効率的な施設運営を行うため、専門的知識を有する人
材配置や育成等が必要である。

理由
説明

市民活動センターは、まちづくり活動団体の活動を支援する施設であり、この事業を廃止するとまちづくり
活動の推進に影響を及ぼす。

理由
説明

ネットワーク機能、相談機能、人材育成・研修機能、情報収集・提供機能及び活動拠点機能等、専門性の
高い機能を有しているため、ソフト面の統合は難しいが、より集客力のある施設との統合で成果の向上が
期待できる。

効
率
性
評
価

理由
説明

指定管理者制度を導入することにより、事業費を削減している。

理由
説明

指定管理者制度を導入することにより、人件費を削減している。

公
平
性
評
価

理由
説明

市民活動センターは、市民やまちづくり活動団体等のための施設であり、公平性は確保している。

指定管理者制度を導入することにより、事業費や人件費の削減は図れている。
一方で、市民活動センターの持つネットワーク機能、人材育成・研修機能及び情報収集・提
供機能については機能向上の余地がある。

・指定管理者と連携し、多様な主体が知り合う機会を、これまで以上に提供して
いく。
・市民活動に取り組む団体等のスキルアップや人材育成につながるセミナーを
開催するなど、より一層の活動支援に取り組む。

成果

・市民活動センターの認知度を向上させ、より多くの団体等の活動支援につなげていく。
・ネットワーク機能、人材育成・研修機能及び情報収集・提供機能について、向上させる必要がある。

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了



年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

3

2

1

01 09 05 03 事業1 事業2 経・臨

004 53 臨

期間限定複数年度

( 年度～ 年度）

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

目標

実績

目標

実績

令和 6 令和７年８月 作成

事業番号 事務事業名 市民センターリニューアル事業 所管課名 地域振興部まちづくり支援課 所属長名 伊東　克裕

方向性 資源を活かす 係・グループ名 まちづくり支援係

重点施策 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 根拠法令等 社会教育法・廿日市市市民センター条例ほか

施策方針 まちづくり活動の推進 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

一般会計 教育費 社会教育費 公民館費 市民センターリニューアル事業（政策）

１　事務事業の概要

①事業期間 ②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記載） ③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

２　事務事業の対象・意図・活動・成果指標

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

0 3 1 1 1 

0 3 1 

0 0 1 1 

0 0 1 

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

20 21 21 21 21 

20 21 21 

9 7 7 5 1 

7 7 5 

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

60.0 85.0 90.0 95.0 100.0 

60.0 85.0 90.0 

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

42.0 45.0 48.0 50.0 50.0 

46.2 49.7 48.6 

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 84,277,600 12,467,400 245,586,280 145,700,500 -99,885,780 185,646,000 

国庫支出金 0 

県支出金 0 

市　債 73,300,000 11,100,000 210,000,000 131,000,000 -79,000,000 182,100,000 

その他特財 35,530,000 -35,530,000 3,500,000 

一般財源 10,977,600 1,367,400 56,280 14,700,500 14,644,220 46,000 

業務延べ時間　（時間） 1,898 1,898 1,898 1,898 0 

人件費(B)　（円） 8,333,000 8,096,000 8,291,000 8,416,000 125,000 0 

トータルコスト(A+B) 92,610,600 20,563,400 253,877,280 154,116,500 -99,760,780 185,646,000 

主な支出項目 令和6年度（決算） 備考

宮島まちづくり交流センター杉之浦空調設備改修工事 7,513,000 円

大野西市民センターユニバーサルデザイン化及び特定天井改修工事 128,718,700 円

あさはらまちづくり交流センターユニバーサルデザイン化改修工事実施設計業務 7,150,000 円

大野西市民センターユニバーサルデザイン化及び特定天井改修工事監理業務 1,727,000 円

245 

予算科目

生涯学習・まちづくりの拠点である市民センターを適正に維持・管理すると
ともに、施設利用者が安全、快適に活動できるようにするため、バリアフ
リー化の改修を行う。
・エレベーター設置及びトイレ等改修工事（四季が丘、地御前）
・トイレ等改修工事（玖島）
・照明器具LED化工事（阿品、串戸、阿品台）

「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」に基づく
個別計画として平成３１年３月に「廿日市市市民セン
ター等の長寿命化計画」を作成した。
市民センター等の施設を長期間維持していくため、
適切な時期に施設の改修をするとともに、ライフサイ
クルコストの縮減を図ることが求められている。

既存の施設を安全・快適に活動できるよ
う、適切な修繕・改修の実施

→ ア
EV・トイレ等改修工事
（バリアフリー化）

件

→ イ 空調設備改修工事 件

→ ウ

市民センター（機能を有する施設を含む）

→ ア 市民センターの施設数（４月１日時点） 館

→ イ 劣化状況D評価の施設数 館

→ ウ

市民センターを快適に安心して利用でき
る状態の維持向上

→ ア バリアフリー化された施設の割合 ％

→ イ

→ ウ

まちづくりに興味・関心を持ち、参画する

→ ア
市民センターが利用しやすいと思う
市民の割合

％

→ イ

年度 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 令和6年度決算 前年度比 令和7年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 6 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 ○ 　

維持 　 　 　

低下 　 　 　

事業番号 245 事務事業名 市民センターリニューアル事業 所管課名 地域振興部まちづくり支援課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令
等）はどう変化しているか。開始時期あるいは５年
前と比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

施設の老朽化が社会的な課題となり、効率的な運
営（長寿命化・適正規模・複合化）が求められてい
る。

「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」に基づく
個別計画として平成３１年３月に「廿日市市市民セン
ター等の長寿命化計画」を作成。
市有建築物の約16.8％を占める市民センター等の施
設を長期間維持していくため、適切な時期に施設の
改修をするとともに、ライフサイクルコストの縮減を図
ることが求められている。

施設を快適に利用できるようバリアフリー化が
求められており、エレベーターの設置など、高
齢者や乳幼児連れの利用者から改善が望まれ
ている。

理由
説明

快適に市民センターを利用するためには、経年劣化により故障や不具合が生じている施設の改修に順次
取り組む必要がある。

理由
説明

市民センターは公の施設であるため、市が実施主体となる。

理由
説明

「廿日市市市民センター等の長寿命化計画」に基づき、施設を計画的に維持保全し、長寿命化を図ること
で、単年度の更新コストを軽減できる。

理由
説明

劣化優先順位を参考にし、計画的かつ計画的に実施している。

理由
説明

市民センターは、生涯学習とまちづくりの拠点施設として位置づけてあり、また、災害時の避難施設でもあ
り、市民が安心して施設を利用するためには必要な事業である。

理由
説明

改修工事を実施する際には、ランニングコストを含めて比較検討し、最適な設計を行っている。

効
率
性
評
価

理由
説明

施設の設置管理者として主体的に継続実施する必要がある。

理由
説明

専門知識が必要な業務は建設部へ委託し、連携しながら事業を推進しており、人件費の削減余地はない。

公
平
性
評
価

理由
説明

広く市民が利用する施設であり、使用者は使用料を負担することにより適正な負担を担っている。

「廿日市市市民センター等の長寿命化計画」に基づき、施設のバリアフリー化に向けた設
計業務を行った。
リニューアル事業については建築の専門的な知識が必要のため、営繕課へ工事を受託依
頼して実施。
今後未改修の市民センターについて、計画的なリニューアルを行う必要がある。

令和３年度で空調設備が一定の改修を終えたため、今後はバリアフリー化（エ
レベーター設置、トイレ改修）を優先的に取り組む。

成果

リニューアル事業を計画的に実施する上で、まちづくり支援課においても建築（営繕）の専門的な知識が必要となる。
老朽化が進行している市民センターは、劣化状況を踏まえて優先順位を付け、リニューアル事業に掛かる経費を平準化する。
長寿命化計画の中で各市民センターの個別計画（改修計画）を作成したが、既に改修時期を過ぎている施設も多く、劣化状況を
踏まえた見直しが必要である。

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了


